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第５次高松市生活排水対策推進計画の策定方針について



高松市生活排水対策推進計画の経緯

１

平成４年 「高松地区生活排水対策重点地域」指定

水質汚濁防止法一部改正

平成５年 「高松市生活排水対策推進計画」策定

平成28年
～令和7年 「第４次高松市生活排水対策推進計画」

県

国

市
計画的・総合的に生活排水対策を推進し、公共用水域の水質改善を図る

都道府県知事・・・「生活排水対策重点地域」の指定により

関係市町村・・・・「生活排水対策推進計画」の策定が義務付け

平成２年

平成８年 県 「香川県全県域生活排水処理構想」策定

市

県 「第４次香川県全県域生活排水処理構想」

以降、県の処理構想と整合を図りながら、推進計画を見直し

生活排水処理施設の効率的かつ適性な整備を進めるため、市町と連携して策定

令和８年～ 県・市 次期計画に移行

現計画



第５次高松市生活排水対策推進計画の概要

２

●「生活排水処理施設の整備」と「生活排水対策に係る啓発」を両輪とします。

 ●生活排水処理施設の整備は、公共下水道と合併処理浄化槽により、計画的か

 つ効率的に推進します。

 ●生活排水対策に関する啓発を継続的に推進し、市民の意識高揚を図ります。

① 生活排水対策の基本理念（第4次計画を継承）

生活排水処理施設の整備（ハード面）

●公共下水道の整備推進（下水道事業計画区域内）

●合併処理浄化槽の設置促進（上記以外）

生活排水対策に関する啓発（ソフト面）

●家庭での対策

●意識の高揚（下水道への接続、浄化槽の適正な維持管理）

●環境づくり・人づくり

② 生活排水対策の基本方針（第4次計画を継承）



３

目標年次

●目標年次 令和１7年度（県が策定中の全県域生活排水処理構想と整合）

●中間年次 令和１2年度（内容の点検、社会情勢の変化等を踏まえた見直し）

汚水処理人口普及率（令和１７年度の目標値を設定）

●下水道、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備状況を表す指標

河川環境基準達成率（補完指標）

●類型指定されている10河川12地点の内、環境基準が達成された割合を示したもの

③ 目標年次

⑤ 進行管理指標（第4次計画を継承）

目標水質のイメージ（第4次計画を継承） 水質目標（各水域の現状水質により設定）

●安全で良質な水源の確保 ●中間年次（現状水質の改善）

●ホタルが舞い、魚が棲む清流 ●目標年次（基準値の達成）

●市民が憩える水辺

④ 目標水質



４

啓発活動の実施（関係各課と調整）

①家庭での対策

●台所での対策(残飯等排出抑制、廃食

油の適正処理、洗剤の適正使用など)

●洗たく、入浴時の対策(洗剤の適正使

用、残り湯再利用など)

●生活排水処理施設の整備等(下水道へ

の接続、合併処理浄化槽の設置・適正

な維持管理など)

②生活排水対策に対する意識の高揚

●普及啓発の実施(広報、ホームページ)

③生活排水対策を推進する環境づくり・

人づくり

●環境学習を進める(学校での環境教育、

親子下水道教室の開催など)

●水に親しむ生活を目指す(水辺の清掃

活動、水質検査、水辺教育開催など)

⑥ 生活排水対策に係る啓発活動 ⑦ 第4次計画の達成状況

生活排水処理施設整備目標と改善効果

当初

H25

見直し

R1

目標年次

（R7)
R6

公共下水道 269,295 271,695 272,003 268,497
農集排・コミプラ 267 224 224 191
合併処理浄化槽 90,784 101,009 107,707 105,196
計 360,346 372,928 379,934 374,682

427,195 424,993 420,731 416,120
84.4 87.7 90.3 89.9

整

備

人

口
行政人口

汚水処理人口普及率(%)

H25 R1 R2～7 Ｒ６速報値

○ ○ ○
2.6 2.9 2.2
○ ○ ○
5.2 6.6 5.7
× × ×
6.1 9.1 5.4
× × ×
4.0 4.2 3.7
○ ○ ○
5.2 3.8 3.0
○ ○ ○
4.7 3.2 2.5
○ ○ ○
4.5 3.5 2.6
○ ○ ○
1.6 1.7 1.7
〇 〇 〇
1.6 2.1 1.6
○ ○ ○
1.0 1.5 1.0
× × ×
5.2 5.4 3.8
× × ×
3.1 3.4 3.4

2.5

5.1

5.5

3.7

4.6

4.3

4.3

1.5

1.4

1.0

4.7

2.7
本津川

香西新橋 Ｂ 3.0

学校橋 Ａ 2.0

香東川
香東川橋 Ｂ 3.0

岩崎橋 Ａ 2.0

杣場川 楠上水門 Ｄ 8.0

擂鉢谷川 水道橋 C 5.0

詰田川 木太大橋 Ｄ 8.0

御坊川 観光橋 Ｅ 8.0

新川 新川橋 Ｂ 3.0

春日川 春日川橋 Ｂ 3.0

牟礼川
国道11号
交差点

Ｂ 3.0

相引川 大橋 Ｄ 8.0

類型
基準値
(mg/㍑) 水質 目標水質 水質水質

地点名水域名



業務内容
Ｒ７年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

第５次

生活排水対策
推進計画策定

計画案作成

第2回会議

庁内調整

パブコメ

県協議 策定・公表

第１回（R7.5） 第２回（R7.８） 第３回（R7.1１）

○生排計画関係
・計画の方針・骨子提示

○生排計画関係
・計画（案）の提示

下水道事業運営検討委員会での審議内容

●県報告庁内推進会議● 庁内推進会議●

議会調査会

第3回会議

今後のスケジュール

５
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